
平成１８年２月３日

第一生命保険相互会社

事前質問に対するご回答



ご質問内容

ÉÉ当社は適格年金を導入しているが、２０１２年に適格年当社は適格年金を導入しているが、２０１２年に適格年

金が廃止になるため年金制度の検討をしている。金が廃止になるため年金制度の検討をしている。

ÉÉ確定拠出年金、規約型確定給付企業年金、キャッシュ確定拠出年金、規約型確定給付企業年金、キャッシュ

バランスプランが有力な候補のようだが、どのような観点バランスプランが有力な候補のようだが、どのような観点

から検討を行えばよいか？から検討を行えばよいか？



適格退職年金

２０１２年３月迄に

新年金等に移行し適

年は廃止

適格退職年金

２０１２年３月迄に

新年金等に移行し適

年は廃止

厚生年金基金

継続 または

代行部分返上

厚生年金基金

継続 または

代行部分返上

給与への上乗せ給与への上乗せ

厚生年金基金厚生年金基金

確定給付企業年金

基金型

確定給付企業年金

基金型

代行返上

継続

確定拠出年金（個人型）確定拠出年金（個人型）

確定拠出年金（企業型）確定拠出年金（企業型）

退職一時金制度退職一時金制度

退職一時金制度退職一時金制度

現在

中退共中退共

継続

今後

基金型

規約型

給付の種類として

Å退職時の給与で給付を決定

Åポイント制 など

Âキャッシュバランスプラン

年金制度の鳥瞰図

Â従来の確定給付制度



掛金

加入 60歳

加入者は、予め定められた運
用商品の中から、自由に選ん
で運用を行います。

給付額は運用成果によって
決まります。

掛金は企業が一定
金額を負担します。

原則、60歳まで給付
金を受け取ることが
できません。

掛金

加入者が運用

給付額は運用次第

給付は60歳から

一時金

年金 年金

掛金

掛金

運用

年
金
原
資

確定拠出年金



年金支給期間年金支給期間

年金額（変動）年金額（変動）

年金開始

(６０歳)

年金開始

(６０歳)

退職退職退職入社入社
積立期間積立期間 据置期間据置期間

年
金
原
資

変動

年金額（変動）

キャッシュバランスプラン

給付額は国債の利回りに
応じて変動します。

年金額は変動

利息は国債の利回りをベー
スに付与されます。

利息の付与

・ポイント
・給与の一定割合
等で付与します。

持分の付与

Â確定給付企業年金の一つ

ÂＤＣと異なり、利率は０以上




